
様式第三の二（第十条の二関係） 

 

承 継 届 出 書               

 

                                    年  月  日 

 

（あて先）高 崎 市 長 

 

届出者 

氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあつては、 

その代表者の氏名 

前橋市大手町１－○－１ 

群馬工業株式会社 

代表取締役 高崎太郎 

 ０２７－２２４－○○○○ 

 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第５条第３項、

第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者の地位を承継し

たので、同法第６条の２第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

特 定 工 場 の 名 称 
高崎工業株式会社 

高崎工場 
※ 整 理 番 号        

 

特 定 工 場 の 所 在 地 高崎市高松町１－○ 

※ 受 理 年 月 日        

年  月  日 

承 継 年 月 日 平成○○年○月○日 ※ 特定工場の番号 

 

被承継者 

氏名又は職名 高崎工業株式会社 ※ 備 考 

 

住 所 高崎市高松町１－○ 

 

承 継 の 原 因 売却のため 

備考 １ ※印の欄は記載しないこと。 

   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

届出者が法人の場合は、本店の名称、

所在地及び代表者の氏名を記入す

る。 

記入例 

承継前の名称を記入する。 

承継に伴い、公害防止統括者、公害防止管理

者、公害防止主任管理者又はそれらの代理人

が変わる場合には、別途、各種「選任、死亡・

解任届出書」を提出すること。 



様式第三の三（第十条の二関係） 

 

相 続 同 意 証 明 書               

 

                                    年  月  日 

 

 

 （あて先）高 崎 市 長 

 

 

                     証明者 氏名 

                         住所 

 

 

 

 次のとおり特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第

５条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者に

ついて相続がありましたことを証明します。 

 

１ 被相続人の氏名及び住所 

 

 

 

 

 

２ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第５条第３

項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者の地位を

承継する者として選定された者の氏名及び住所 

 

 

 

 

 

３ 相続開始の年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ２ 証明者は、特定事業者の地位を承継する者として選定された者以外の相続人全員が記

名すること。 

※提出の対象となる場合に作成 



様式第三の四（第十条の二関係） 

 

相 続 証 明 書               

 

                                    年  月  日 

 

 

（あて先）高 崎 市 長 

 

 

証明者 氏名又は名称及び住所            

並びに法人にあつては、           

その代表者の氏名              

 

氏名又は名称及び住所            

並びに法人にあつては、           

その代表者の氏名              

 

 

 

 次のとおり特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第

５条第３項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者に

ついて相続がありましたことを証明します。 

 

１ 被相続人の氏名及び住所 

 

 

 

 

 

２ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第３条第３項（第４条第３項、第５条第３

項、第６条第２項において準用する第３条第３項）の規定による届出をした特定事業者の地位を

承継した者の氏名及び住所 

 

 

 

 

 

３ 相続開始の年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ２ 証明者は、２人以上とすること。 

※提出の対象となる場合に作成 


